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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年４月１４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年１１月１１日 ０２時４０分ごろ 

発生場所 広島県呉市鹿島
かしま

東岸 

 安芸
あ き

爼 岩
まないたいわ

灯標から真方位００９°１,６５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°０３.２′ 東経１３２°３２.１′） 

事故調査の経過  平成２２年１１月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ケミカルタンカー 協和
きょうわ

丸、３４３トン 

 １３５９２３、大豊運輸株式会社 

 ５２.８３ｍ×９.００ｍ×４.１０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成９年１月 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ４３歳 

 四級海技士(航海)、(五級海技士（機関）併有) 

免 許 年 月 日 平成１６年３月５日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２１年６月１６日 

免状有効期間満了日 平成２６年３月４日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底に擦過傷 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、硝酸ソーダ約３５０t を

積載し、船首約２.３０ｍ、船尾約３.８０ｍの喫水で、平成２２年１１月

１１日００時００分ごろ、愛媛県大島北西岸のカヤトマリ鼻灯台から０７

６°(真方位、以下同じ｡)１.４海里付近において、機関長が、船長から引

き継いで単独の船橋当直につき、椅子に腰掛けた姿勢で自動操舵により西

進した。 

本船は、００時１０分ごろカヤトマリ鼻灯台から００４°１,１００ｍ付

近において、機関長が、２５０°の針路に設定し、約１０.０ノット（kn）

の速力（対地速力、以下同じ。）で、来島海峡航路西口の北端沖に向けて自

動操舵により航行した。 

機関長は、来島海峡航路西口の北端沖を通り過ぎたのちに変針し、愛媛

県松山市中島と松山市怒和島間のクダコ水道を南西進する予定としていた

が、椅子に腰掛けたままの姿勢で船橋当直を行っていたところ、視界が良

く、周囲に他船がいなかったことから、気が緩んで居眠りに陥った。 

本船は、来島海峡航路西口の北端沖を通過して変針予定場所に達したも

のの、機関長が居眠りに陥っていたので、針路約２５０°速力約１０.０kn

のままで鹿島東岸に向けて航行を続け、０２時４０分ごろ安芸俎岩灯標か
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ら００９°１,６５０ｍ付近の鹿島東岸に乗り揚げた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮候 下げ潮の中央期、潮流 約０.７knの南流 

 その他の事項 機関長は、平成１９年５月に本船の機関長として雇い入れされたが、そ

の後は船長及び一等航海士として雇い入れされ、平成２２年９月２７日再

び機関長として雇い入れされた。 

本船の船橋当直は、船長、一等航海士、二等航海士、機関長の４人によ

り３時間交替で行っていた。 

 機関長は、００～０３時及び１２～１５時の船橋当直を行い、当直終了

後はそれぞれ約３０分間機関室の点検を行っていた。 

乗組員全員は、荷役中、監視業務についていた。 

航海中の機関長の睡眠時間は０３時３０分ごろから０７時３０分ごろま

での約４時間、２０時ごろから２３時３０分ごろまでの約３時間３０分の

計約７時間３０分であり、本事故前日も約７時間３０分の睡眠時間があっ

たが、少し眠気のある状態で船橋当直についた。 

機関長は、睡眠時無呼吸症候群と診断されたことはなかった。 

本船は、居眠り防止援助装置が設置されていなかった。 

本船は、本事故時、操舵室内の窓が閉められていて、室温が２０℃に設

定され、暖房されていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、来島海峡航路西口の北端沖を自動操舵

で西南西進中、単独で船橋当直中の機関長が、椅

子に腰掛けた姿勢で船橋当直を行っているうち、

居眠りに陥ったことから、変針予定場所を通過

し、鹿島東岸に向けて航行して、乗り揚げたもの

と考えられる。 

 機関長は、当直についたとき、少し眠気を感じ

ており、視界が良く、周囲に他船がいなかったこ

とから気が緩み、居眠りに陥ったものと考えられ

る。 

 機関長は、通常の機関室点検業務や荷役監視業

務に加え、航海当直業務を行っていたことから、

ふだんから疲れ気味であった可能性があると考え

られる。 

本船は、居眠り防止援助装置が設置されていな

かったが、同装置が設置されていれば、船橋当直

者が居眠りに陥った際、警報音で目を覚ますこと

ができ、本事故の発生を防止できた可能性がある

と考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、来島海峡航路西口の北端沖を自動操舵で西南

西進中、単独で船橋当直中の機関長が居眠りに陥ったため、変針予定場所

を通過し、鹿島東岸に向けて航行して乗り揚げたことにより発生したもの

と考えられる。  




